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会議次第 

 

１ 開会 

２ 報告事項 

  「都立高校の魅力向上に向けた実行プログラム」 

３ 議事 

  「これからの地域コミュニティづくりにおける都立学校の在り方」について 

  （協議事項：都立学校施設開放事業） 

４ 今後の予定について 

５ 閉会 

 

【配付資料】 

資料 第１２期東京都生涯学習審議会第１２回全体会 資料 
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第１２期東京都生涯学習審議会第１２回全体会 

 

令和５年６月２３日（金） 

開会：午後２時００分 

 

 

【生涯学習課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第１２期東京都生

涯学習審議会第１２回全体会を開始させていただきたいと思います。今回は本年１月３０

日以来の久しぶりの開催となりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、野口委員と福本委員におかれましては業務の御都合で欠席と伺っております。

それから、広石委員、澤岡委員につきましては少々遅れるということでございます。 

 なお、事務局ですが、地域教育支援部長については公務の都合でオンラインでの参加と

させていただいております。御了承いただければと思います。 

 それから、本年４月１日付で幹部職員の異動がございましたので御紹介させていただき

ます。管理課長の光永功嗣でございます。それから、生涯学習課統括指導主事の小野島直

美でございます。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。まず、机上に「都立高校の魅力向上に向

けた実行プログラム」がございます。そのほかは、ＰＤＦで「第１２期東京都生涯学習審

議会 第１２回全体会 審議資料」で、こちらはパソコンで御案内させていただきます。

事前に送付しております資料を御覧いただければと思います。 

 それから、本日、傍聴者につきまして希望はゼロでございますので、このまま開始させ

ていただきたいと思います。 

 では、これ以降の進行につきましては笹井会長にお願いしたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

【笹井会長】  どうも、皆様、お忙しい中御参加いただきましてありがとうございます。 

 前回から少し時間がたったかなという感じではあるのですけれども、また引き続きこの

生涯学習審議会を進めていきたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 本日は報告事項が１点と協議事項となります。協議事項は都立学校施設開放事業の在り
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方についてとなっています。 

 まず報告事項の説明に移ります。では、事務局から御説明をお願いいたします。 

【主任社会教育主事】  それでは、私のほうから御説明をさせていただきます。お手元

のタブレットに報告事項、右下に３ページ目があると思いますので、そこをまず開いて、

４ページ目に移行していただいてよろしいでしょうか。 

 こちらでまず御紹介したいのは、「都立高校の魅力向上に向けた実行プログラム」が本

年３月２３日に公表されております。このプログラムは、令和６年度までの間、早期かつ

集中的に実施する都立高校改革の施策を東京都教育委員会としてまとめたものでございま

す。前回の第１１回全体会の最後で予算要求の措置状況みたいなことを御説明させていた

だいておりましたが、そこで説明した事業の多くは本日机上に配付させていただいた「都

立高校の魅力向上に向けた実行プログラム」の中に盛り込まれており、本日はその内容に

ついて簡単に紹介させていただけたらと思います。 

 今度は右下の５ページを見ていただけたらと思うのですけれども、本プログラムでは三

つの方向性から施策を整理しています。「生徒一人一人の能力を伸ばす」ということで、

Ⅰが「自ら未来を切り拓く力の育成」と書いてございます。２番目に、「様々な困難を抱

える生徒を支える」ということで、Ⅱで「生徒目線に立った支援の充実」を掲げています。

３点目は、「生徒や社会のニーズに応える学校づくり」で、Ⅲで「質の高い教育を実現す

るための環境整備」を掲げて、「生徒一人一人に応じたきめ細かな教育を推進し、未来の

東京を担う人材」の育成を目指していこうというものでございます。これまでの審議内容

及びこれからの審議予定事項との関連で幾つかの取組を紹介させていただきたいと思いま

す。 

 次の６ページにスライドが行きますと、これは昨年の生涯学習審議会の中で考え方を整

理した図です。基本的には開かれた学校づくり、学校開放をどう整理していくかというこ

とでこの第１２期審議会は立ち上がっておりまして、その中で幾つかのパターン分けをし

ようという話をしました。パターンⅠ、パターンⅡに関しては従来の学校施設開放、公開

講座の枠組みにのっとったものですけれども、パターンⅢからパターンⅤまでは少しその

考え方を新たに展開させていくように変えていこうというもので、一つは、学校の教育機

能を更に活性化させるための開かれた学校づくりの在り方があるのではないかということ

で、パターンⅢで教育活動発展型を掲げました。パターンⅣ、パターンⅤでは、都民の学

びを支援する公開講座の在り方を、区市町村やＴＥＰＲＯという財団と連携しながら学習
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支援をしていく形で事業展開を図っていこうと掲げました。 

 その中で真ん中のⅢが、次の７ページに「質の高い教育を実現するための環境整備」の

中の下のほうで幾つかくくりがありますけれども、４番目の「総合学科の活性化」につな

がっております。 

 次のスライドへお願いします。８ページ目、それがこういう形で盛り込まれております。

「総合学科の活性化」で、「教育支援ＮＰＯと連携し、生徒が協働して課題解決に取り組

むプログラムを開発・実施することにより、総合学科の特色であるキャリア教育を一層充

実」させるということで、取組の名称としては「ＮＰＯと連携した『社会人基礎力』向上

事業」という形で一つパターンⅢの具体化を図ったことになっております。この取組に関

しては、都立王子総合高等学校及び都立世田谷総合高等学校で実施することになりました

が、４月下旬に、委員の皆様には御予定の都合を見ていただきながら都立王子総合高等学

校と都立世田谷総合高等学校で実施の取組の一旦を視察に来ていただきまして、ありがと

うございます。いずれの高等学校においても、新入生を対象に総合学科高等学校が目指す

学びの姿を伝えるセミナーの企画・運営を教育支援ＮＰＯに御協力いただく形でスタート

を切っております。なかなか斬新なプログラムが提供できて、生徒の満足度は非常に高か

ったという感想を頂いています。更に、その後を受けて、現在では学習指導要領上の学校

設定科目であり、総合学科高等学校の生徒が入学年次に原則履修することになっている

「産業社会と人間」という科目があるのですけれども、そこのカリキュラムづくりへの支

援や、最終年次で履修する「課題研究」に取り組む生徒への学習支援アドバイザー的役割

を、ＮＰＯのスタッフが週１回学校にお邪魔する形で実施しています。新年度に入ってか

ら急に新たな仕組みを入れるということで導入校の先生方にも一部戸惑う姿勢が見られて

はいるのですが、いずれの学校でも先生方から自主的に積極的に受け入れてくれる姿勢が

あって、今では進路指導室にＮＰＯスタッフの席を設けていただき、「産業社会と人間」

や「課題研究」だけではなくて、２年次に導入される「人間と社会」のプログラムづくり

の相談なども起こっています。 

 加えて、都立世田谷総合高等学校では結構話がいろいろな形で発展して、来年度の選択

科目に教育支援ＮＰＯの関係者が関わって、高校生たちが積極的に地域社会に目を向けて、

自ら地域活動、社会活動に参画していく意欲を高めるような「社会参画（仮称）」という

学校設定科目を設けようではないかという話が進んでいます。そういった意味では地域に

出てアクティブな関わりをして、実際の社会に触れながら学びを深めていくことをＮＰＯ



-6- 

 

の関わりによって実践していこうということが生まれてきています。竹田委員に関わって

いただいているので、また機会があったらどこかで御報告してもらおうと思います。 

 では、次のページに行きます。９ページ目になりますけれども、ここは先ほど挙げた三

つの目標の二つ目で、生徒目線に立った支援を挙げております。こちらは六つ項目が挙が

っていますが、その中の特に、次のスライドの１０ページ目になりますけれども、「不登

校生徒・中途退学者に対する支援」が挙がっています。この１０ページ目と１１ページ目

に１０個の具体的な取組が挙がっておりますが、そのうちの（１）、（３）、（６）、（９）、

あと（７）も実は関係があるのですけれども、事業名的には半分ぐらいの取組が生涯学習

課の所管する事業として実施しようというもので位置付いています。 

 特に１１ページ目の（６）に挙げている校内居場所カフェの設置を東京都教育委員会の

政策として取り上げていこうというところが今回の一番の目玉になるのかなと思っていま

す。実際には令和６年度から、これは議会で答弁しているので名前を申し上げますと、足

立区にある都立小台橋高等学校というチャレンジスクールに校内居場所カフェを生涯学習

課として設置しようと。そこにＹＳＷ（ユースソーシャルワーカー）が配置されてカフェ

の運営を担う。そこでいろいろな外部資源の人たちも取り込みながら、学校の取組ではな

い形で、学校の先生たちの関与という部分を一定切り離して、生徒が少し自由でいられる

ような空間をつくるという意味でも生涯学習課としてこういう取組を進めていこうという

ことがこういった計画の中に盛り込まれたのが非常に大きなことかと思います。 

 １２ページを見ていただきますと、「不登校生徒・中途退学者・ヤングケアラーに対す

る支援〔全体像〕」ということで、かなり学校が外部の社会資源と連携しながら生徒個々

に応じた支援をしていくことの考え方が一応全体像として整理され、展開されていくとこ

ろも今回のプログラムの特徴かと思います。 

 私からは、雑駁ですけれども、以上です。 

 お手元にプログラムの全貌といいますか、全容が載っています。お荷物だったら後で郵

送でお送りしますので、是非御覧いただいて、興味があったらいろいろな形でお問い合わ

せいただけたらと思います。 

【笹井会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御報告につきまして皆様方から御質問をお願いしたいと思います。

どなたからでも結構ですから、どうぞおっしゃっていただきたいと思います。 

【主任社会教育主事】  せっかくなので、この間見に行っていただいた感想を一言ずつ
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ぐらい。全員でなくてもいいのですが、ここにいられる委員の方で御発言いただけるとあ

りがたいです。 

【笹井会長】  分かりました。それでは、この間２か所の視察に行っていただきました

けれども、それぞれ行っていただいた方の御感想を頂きたいと思います。 

【松山委員】  私は都立王子総合高等学校の午前中だけ見せていただきまして、ドラマ

ケーションですかね。ＮＰＯのスタッフの方が中心になって、フルーツバスケットの変形

みたいなのをして、高校生の姿としてものすごく楽しそうに、声を出してお互い関わり合

ったり、本当にコミュニケーションが活性化されていくような様子を拝見できて、元々、

元気な高等学校なのかどうか。ふだんの様子と比較はできなかったのですけれども、感じ

としては、非常に闊達な空気が流れていて、そういうところから入るとその先でやろうと

していることなどに向けてすごく心が開いた状態で取り組んだりできるのではないかなと、

なかなか興味深く拝見しました。 

 先生の関わり方が、一緒に楽しんでいたり、いじられていたり、そんなに関わっていな

かったり、クラスによって結構違うようには感じたので、その辺の先生の関わり方は、一

つのやり方があるわけではないのでしょうけれども、どういうふうに先生が関わっていく

のか、いけるのかというところも長期的にやっていくには結構重要な要素ではないかと思

って拝見しておりました。 

 こんな感想で大丈夫ですか。 

【笹井会長】  ありがとうございます。 

 私も都立王子総合高等学校の午前だけのぞかせていただいたということです。グループ

ワークではないけれども、ワークショップスタイルでドラマケーションをやっていたので

すが、皆生徒がすごく生き生きしていたのですね。それがすごく印象的だったというのが

一つあります。 

 後期中等教育というか、高等学校というのは、正に総合高等学校がやっているような多

様な経験やいろいろな人とのコミュニケーションが学校教育自体にとってすごく大事なこ

とだと思っているので、そういう意味では、外の人のイニシアチブによってあれだけ生徒

が元気になって活動しているのはすごく良いことだと思いました。学校教育というのは、

特に高等学校教育は行くことが楽しくなければ意味がないと思っているのですね。そうい

う意味では、楽しさあふれることを実現できているのはＮＰＯの力が結構大きなものだろ

うと思って見ていました。 
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【志々田副会長】  私は午後まで参加させていただいて、ドラマケーションや、楽しそ

うにしているのだけれども、後半部分でマインドマップ――自分の得意なこと、自己理解

のための紙を書いて、自分の好きなことをつなげていって、最後に自分のキャッチフレー

ズみたいなものをみんなの前で発表して、「私はこういう人間です」みたいなことをお話

しする。そこの活動にどうやってつながるのかなと思って見ていたら、オープンマインド

にしてもらったせいか、割とすんなりみんな書き書きして、プレゼンテーションが得意か

不得意かはあるかもしれないけれども、前向きにきちんと取り組んでいました。私が高校

生だったら絶対恥ずかしくてこんなのはやっていないなと思うぐらい、今の子たちの素直

さというか、プレゼンテーションや自己理解みたいなものもずっと続けてきているのだろ

うと思いました。 

 印象的だったのは、先生による対応が全然違うというか。でも、総じて先生たちは前向

きで、自分でやってきて、「先生はこんなのだ」と言って子供より何倍もたくさん広がっ

ていくマップを見せていて先生たちも楽しんでいる。新しい風が入ってくることによって、

先生たちも、何のためにやっているのか御理解いただいているかどうか分からないですけ

れども、楽しそうにやっておられる姿があって良かったかなと思います。この授業をきっ

かけに先生たちのアイデアでキャリア教育や「産業社会と人間」みたいな授業を深めてい

ったり、教科横断的に学習が進んでいくとすごく良いのかな。新しいＮＰＯの人が入るこ

とによって、新しい学びや子供たちの参画しやすい方法などが開けていくのかなと少し感

じました。何か月かたったので、また行ってみると先生たちの温度が随分変わってきてい

ると良いなと思って見ていました。 

 楽しかったです。ありがとうございました。 

【澤岡委員】  私も都立王子総合高等学校でドラマケーションを、午前中だけで帰って

しまったので、午後の部分が見られなくてすごく残念な気持ちでいたのです。やはり皆さ

んおっしゃったように、生徒がすごく生き生きしているというのは印象的で、今、割と中

堅の大学で非常勤をさせていただいていると、問題児でもなかったし、すごく優秀でもな

かった、真ん中の子が今まで社会の中でおざなりにされてきたのかな。彼らと話している

と、悩みは、自分がよく分からない。何になりたいか分からない。周りのきらきらしてい

る仲間を見ると自分は駄目なのではないか。いろいろな大人が関わる機会がなかった子供

たち、怒られることも褒められることもなかった子供たちの先が今の大学で私が担当して

いる子たちかなと考えると、こういうふうに多様な大人と接点を持って自分のすてきなと



-9- 

 

ころが少しでもきらきらする瞬間があることがすごく意味のあることなのかなと感じたと

ころです。 

 先生に関しても、私は教育の専門家では全然ないのですけれども、自分の担当する生徒

たちがほかの大人から褒められたり、ほかの大人から新たな視点を見せてもらっていると

ころを見て、それがすごく先生方をまた生き生きさせて、この子ってこんな良い面がある

のだなと一緒に喜べているところがすごく印象的でした。 

 気になったというか、子供たち、生徒たちの満足度はすごく高かったというお話を伺っ

たのですが、先生たちに、ここに関わることで意識がどういうふうに変換したのか、先生

たちにどんな行動変容があったのか。アンケートベースであったりインタビューベースで

しっかりと蓄積されたほうがいいのかなとも感じました。これからＮＰＯや外の人たちが

入ってくる中で、決してＮＰＯの人たちがやっていることを先生たちがやらなければいけ

ないわけではなくて、それぞれの得意をきちんとすみ分けして役割分担という形をしっか

りつくっていく。先生方も「この先、自分たちでこれをやらなきゃいけないのか」という

のではなくて、先生としてこのプログラムにどう関わるとこのプログラムがより魅力的に

なっていくのかと考えやすくなるところで、役割分担というか、すみ分けもしっかりつく

っていったほうがいいのかなと改めて感じました。 

 ありがとうございます。 

【広石委員】  都立世田谷総合高等学校に伺わせていただきました。私も午前中しかい

られなかったので、そのときはゲストスピーカーの話を聞いて感想をシェアしてというと

ころが中心でした。オリィ研究所というOriHimeロボットを作られている方だったのです

けれども、その方の話はすごく良かったな。その方自身がずっとヤングケアラーだった経

験があってそういう話もしていたので、それこそ高校生たちはそこにもすごく反応してい

ました。むしろロボットの話よりはそちらにみんなの関心があった。 

【主任社会教育主事】  どちらかというとロボットよりかヤングケアラーの話のほうが

反応が多かった。 

【広石委員】  そうですよね。ロボットの話はあまりみんな……。それはそれで一つあ

るのは、私もそんなに多くの方の声は聞いていないのですけれども、高校生たちもそうい

う問題があることに対しては感じ取っているのだな。そういう話を聞いてよかったという

雰囲気だったと非常に感じました。 

 あとは、先生もそんなにたくさんはお話しできなかったのですけれども、準備の段階で
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先生方とＮＰＯの皆さんがすごくミーティングをされたという話があって、その経験をう

まく共有することが大事かなと思いました。その辺で趣旨が共有されているので当日は割

とスムーズに運営されていて、先生方も協力的に動いてくださっていたと思っていました。

そういうときにどういうところが難しくて、どういうふうに関わっていくとよくてという

話も、そういう経験値がすごく大切だと思いました。 

 あと、都立世田谷総合高等学校の校長先生がすごく強烈な人で、校長先生の印象がすご

く残っています。校長先生自身がすごくアクティブな方で、学校の可能性、良いところを

引き出そうという動きをされている方でした。逆に言うと、そういった良い取組の継続性

はどうやったらいいのかな。本当に継続していければいいとすごく思ったので、意欲的な

先生がいて、特にリーダーにそういう人がいたときの継続の仕方も少し考えられたらと改

めて思いました。 

【横田委員】  私も広石委員と同じ都立世田谷総合高等学校を見学させていただいて、

ヤングケアラーのお話を聞いた後に、ワークショップで、孤独で苦しんでいる人が周りに

いますかと孤独について話し合うような時間、考える時間があったのですけれども、学生

たちの輪に入っていったら、あまり孤独を感じたことがないとほとんどの人たちが言って

いて、結構私はそれがショックでした。そういった時間は高校生のときに自分はなかった

だろうかと思ったり。周りに、地域の中に、家族の中に、親戚の中に孤独を感じている人

はいますかと言ったとき、「いや、自分の周りにはいない」と断定的におっしゃっている

生徒たちが多かったので、自分にすごく近いところ以外に視点を向ける、そこに考えを馳

せることが経験上あまりないのかなと話を聞いていて思ったところがあります。 

 午後に関しては、若手社会起業家の方々のお話をグループに分かれて聞くセッションで、

いろいろな思いを持って社会的な課題に取り組んでいる、すごく刺激的な社会人の皆さん

のお話を、関心を持ったテーマのところに行って聞いて質問したりということで、多くの

生徒さんは、その人たちが高校生の時代にどんなことに関心があって何をしてきたのか、

高校生のときにどんなことをしたらよかったのかと積極的に質問していたのがすごく印象

的でした。社会人の中では特殊な部類になると思うのですけれども、それだけいろいろな

経験をしている人、海外であったり日本ですごく先進的な取組をしている人の話を高校１

年生の段階で聞くというのはすごく刺激的で、本当に多様なキャリアプランを描ける。ど

んな生き方でもできるのだという印象をすごく持ったのかなというところで、こういう話

を高校生の早い段階で聞いた子たちがどんな思いを持ってこの３年間を過ごしていくのか
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非常に気になったところです。 

【海老原委員】  ありがとうございました。見学の感想というか、コメントですけれど

も、先ほど私が聞き取り間違えていなければ、説明のときに、ＮＰＯの方が学校の職員室

に机を置いてもらっていろいろと連携もしていくとおっしゃっていたような気がするので

すが、間違いなく聞き取れておりましたでしょうか。 

【主任社会教育主事】  進路指導室です。 

【海老原委員】  進路指導ですね。それはすごいことだなと思いまして、更に進路指導

ということであればなおさらだと思います。私もＮＰＯとして学校と連携させていただく

中で、単発に何かイベントがあって行くのではなく、そこに机を置いていただくのはすご

く大事なことだと思うのですね。初期の段階からそういった取組ができるのは非常に貴重

なことだと思います。都立王子総合高等学校の午後のワークを見学させていただいたので

すけれども、生徒はすごく一生懸命やっていて、もちろん生徒によっては、バババッとワ

ークができる子もいれば、少し悩みながらという子もいたのですが、学校の先生にとって

も生徒にとってもすごく貴重な機会だったのではないかと思います。 

 もしこういったＮＰＯや学校が連携してキャリア教育を実施するようなことが都立の中

でも初めてのようでしたら、もしかしたら他地域や他県で同じような事例があれば参考に

してみるのもよいのではないかと感じました。群馬県でも高等学校と連携しながらキャリ

ア教育を年間通じてカリキュラムを組んで提供していらっしゃるＮＰＯ等がいらっしゃい

ますので、新しい取組であれば参考になるような先行事例なども見ていくと更に実践が深

まるのではないかと思いました。 

【笹井会長】  それでは、最後になりますけれども、竹田委員、実施者の立場からいか

がですか。 

【竹田委員】  ありがとうございました。見学に来ていただいた皆さん、会話が全くで

きず大変失礼いたしました。今改めて思い出しました。 

 いろいろとやってみて分かったこと、難しかったことがあるのですけれども、今皆さん

のお話を伺う中で、私として可能性を感じる点だけ触れさせていただけたらと思います。 

 まず１点目として、継続性という話が広石委員からもあったかと思うのですが、今回始

めてみて、今回は校長先生がとても意欲がある、とても理解のある方で、私たちをどう活

用するかということを一緒に考えてくださっているところがあります。全ての校長がそう

いうわけではないと思いますし、これをもし広げていく上では、トップの理解とそこの現
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場というのはすごく速いなと実感したところであります。ただ、その速さとともに現場の

スピードがなかなかついていかないところで、理解が浸透するには時間がかかる。そこを

今我々として努力させていただいているところだと認識していますが、このトップのスピ

ードとこの授業のスピードと現場の理解のスピード、このずれをどう補いながらというか、

うまくつくっていくかということは、これからつくっていく事例も大事になると思います

し、今後広げていく上でも非常に鍵になりそうだと思いました。何より継続性というとこ

ろでも、結局、校長だけが理解されて、現場が受け入れないとなってしまうと来年で終わ

りにも。授業とならないにしても、校長がいなくなるともうできない状況になってしまう

ことが非常に容易に想像できると現場に入って感じました。この授業はどういう価値なの

か、ここで何ができるのかという事例とともに広げていく必要があると思ったところでは

あります。 

 もう一つだけ言うと、今、海老原委員に確認していただきましたけれども、進路指導室

に本当に席を置かせていただきまして、週２回、弊社のスタッフが常駐している形になっ

ております。そこで生まれていることは、生徒との関わりもさることながら、例えば先生

方が、外部のゲストを呼んでこんなことをやってみたいね、英語の時間でこういう先生を

呼びたい、こういう人を呼びたい、家庭科の時間で実際にフードロスについて伝えたいけ

れども何か良い知恵はないか、そういったところを私たちのようなＮＰＯとのつながりが

ある人がいることによって、こういう企業と連携したらどうですかとおつなぎし、それが

実際に授業に使われる。小さい事例ではありますけれども、学校の使える武器であったり

外部との接点になることができている感覚があります。ここが継続的に続いていき学校と

の関係が良くなっていくと、学校開放で外部の人が出入りすることによって実際に学校の

授業も少しずつよくなっていく。カテゴリーのパターンⅡに元々置いていたような事例は

生まれるのではないかなと強く実感したところではございます。 

 一旦私からは以上になります。 

【笹井会長】  ありがとうございました。 

 実施者として竹田委員にお聞きしたいのですけれども、こういう取組をして、ウィルド

アとしてはどういう意義というのでしょうか、メリットがあるのでしょうか。 

【竹田委員】  メリットというと二つの観点から言えるかと思います。一つ目はビジョ

ンの実現で、ウィルドアという団体は、一人ひとりが「わたしから始まる学び」、自分の

興味関心から、内発的な動機から学びを続けていく。そこをサポートするために存在して
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いると考えていますが、それを今まで学校外だと、生徒との接点が、意欲のある生徒とし

か接点が持てなかったところから、学校の中に入るとある種強制的に出会いを生み出し、

そこから継続的にサポートすることができる。そこもこれまでに全くないと言うと語弊が

あるかもしれませんが、まだ学校でそう多く成功した事例はないと私は認識していますの

で、その仕組みをつくり、事例を生み出すことができるのは、私たちの団体としての理念

にかなりパワフルに影響を与えることだと考えております。こういった価値を私たちとし

てより強く自信を持って打ち出すことができれば、これは寄附を集めるためにやっている

わけではないですけれども、私たちの社会的な存在意義を発信しやすくできる事例になる

と思っております。 

 財源問題も、これからこのモデルを広げていくので、東京都がお金を出し続けるのか、

そうではないのかというところもいろいろ考えなければと思っていますが、別の企業、別

の自治体と連携して同様なモデルを広げていく。私たちの事業拡大というよりは価値を広

げるために、この事業を広げていく一つの舞台をつくることができるというところに今回

可能性を感じています。 

【笹井会長】  皆さん、本当に貴重なコメントを頂きまして、ありがとうございました。 

【志々田副会長】  今思ったのですけれども、居場所があるのはすごく大事だというの

はコーディネーターのところでもよく言われて、特に専用の場所があるというのが一つ。 

 もう一つよく聞くのは、学校の校長先生に、この方はこういう方ですよと学校の朝会で

あったり、職員の会議で、この人にはこういうお願いをして、このために居てくださって

いる方たちですからと紹介いただいて、お墨付きをもらって、何なら少しいい名札をもら

える。結局、承認ですね。そういうことをしてもらえるとすごく動きやすくなる。「この

人、誰？」と、担当の先生は知っていても、ほかの先生からはその人が何の人かよく分か

らないと見られているとやはり仕事がやりにくいので、校内での承認みたいなものをしっ

かりとしてもらえるとすごく働きやすいというのは聞いたことがあったのを急に思い出し

ました。 

【笹井会長】  ありがとうございました。 

 それでは、先ほどの御説明を含めて、この報告事項につきまして更に何か御質問等ござ

いましたら頂ければと思いますが、いかがですか。どなたかございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。それでは、この資料を基に次回以降の審議を予定していますので、

どうぞ引き続きよろしくお願い申し上げます。 
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 次に、審議に入りたいと思います。まず資料１につきまして、生涯学習課長から御説明

をよろしくお願いいたします。 

【生涯学習課長】  それでは、よろしくお願いいたします。 

 私から資料１、次の資料を説明させていただきたいと思います。 

 ページにつきましては１３ページになるのですが、その前に少し６ページを御覧くださ

い。先ほどの学校開放のパターン化のところ。左から従来型、①学校施設開放、その次に

高校教育機能の開放云々とあるのですけれども、今回は従来型の部分をお話しさせていた

だこうというものであります。 

 では、具体のページ、１３ページから話をさせていただきたいと思います。めくりまし

て１４ページ、都立学校開放事業の状況についてであります。御案内のこともあるかもし

れませんが、都立学校を現在開放して行っておるのですけれども、そこの目的を改めてこ

こで書かせていただいております。学校の人的資源、それから施設、こういったものを広

く都民に開放して、都民の学習・文化・スポーツ活動の振興に資することと併せて地域に

開かれた学校づくりを促進することになっています。主に内容としては二つです。公開講

座を行うこと、それから施設の開放を行うことです。公開講座のほうは、学校の人的資源

ですね。要は、教員が自分のノウハウを使いまして公開講座を行うようなものでございま

す。それから、施設開放については、もう読んで字のごとく、体育施設、学習文化施設等

を地域の方々に使っていただくよう開放するものでありまして、平成１０年度から原則と

して全ての学校（特別支援学校を含む）で、学校教育に支障のない範囲でやっていただく

ようにしております。根拠法令等は下にあるのですけれども、ここで第４４条にあるよう

に、「学校教育上支障がないと認める限り」というのがポイントとなっております。 

 次が１５ページでございます。今申し上げたように、事業体系を図示してございますけ

れども、都立学校開放事業としては、上のほうに都立学校公開講座、さっき言ったように、

人的資源を使って知的な提供を行うものと、下のところ、都立学校施設開放で、体育施設

なり文化施設を開放するということであります。右下のほうにあるのは、特別支援学校の

部分だけ別事業でやっております。これは、パラスポーツ振興の観点から、都内ではパラ

スポーツを行えるような施設がまだまだ少ない。特別支援学校はその辺が十分充実してい

るから、そちらをパラスポーツに特化して貸し出そうということでございまして、こちら

は別の局で行っております。 

 次が１６ページでございます。こちらは開放事業の歴史であります。昭和４４年代ぐら
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いから始まっているところでありますが、一つの転機としては昭和５１年、「学校体育施

設開放事業の推進について」ということで国から通知も出まして、体育施設などを開放し

ていこうということであります。それを受けて東京都におきましても昭和５２年から施設

を貸すことを事業化しておりまして、昭和５８年に至りましては先ほど申し上げた公開講

座ですね。人的資源の開放も行っているということであります。あとは平成９年に開かれ

た学校づくり云々で、平成１０年から全学校でやりましょうということが規定されたとい

う歴史になっております。 

 以上、前提条件を含めまして、１７ページ、現状と今後の在り方を考えていきたいと思

っておりますので、こちらについて御説明させていただきます。 

 １８ページでございます。先ほど事業体系で御覧いただきましたけれども、今日特にお

話しさせていただきたいのはこの点線で囲っている下のほう、施設の開放についてでござ

います。 

 １９ページです。こちらは施設開放事業の概要でありますが、まず上のほうの実施方法

からです。開放する施設は体育と学習文化施設、校庭や体育館や武道場、それから図書館

なり会議室だとお考えください。先ほど申し上げたとおり、基本的には学校が優先なので、

学校の教育活動に支障のない範囲で貸すことになっていまして、東京都におきましては、

団体に登録してもらって学校へ直接お申し込みいただく。そして、学校ごとにイベントと

いいますか、学校のスケジュールは全然違いますので、この開放日をいつ、どれぐらい設

定するかは全部学校に委ねられている状況であります。実施状況についてはこちらにござ

いますようなところでありまして、団体数等、登録して使いたいと言ってくださる団体等

も増加はしている傾向でございます。ただ、最近コロナの影響で少し変わってしまってい

たということであります。 

 ２０ページです。視点を幾つか設定させていただいた上で皆様から御意見を頂戴したい

ということであります。視点について４点設定させていただきました。 

 ２１ページであります。こちらは学校の施設開放事業の状況で、実はコロナについて一

つ論点としてお話ししたいと思います。先ほど申し上げた特別支援学校については順次パ

ラスポーツのほうに移管している関係上、数値の根っこがずれてしまいますので、今回、

都立高等学校だけで見ていただこうと思います。これは実績ではなくて、年間の最初の時

点で、今年はこのぐらい貸し出しますと宣言していただいた計画の状況であります。これ

を延べ貸出回数で並べておるのですけれども、グラウンド、テニスコート、体育館、武道
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場、この辺がメインですが、その他の体育施設などというとトレーニングルームや柔道場

などがございますね。学習施設については会議室などが多いと思います。 

 ２２ページを御覧ください。こちらで私のほうの論点を申し上げますけれども、実はグ

ラウンド、テニスコート、体育館、武道場を全部見ていただくと、令和２年度から令和３

年度のところでズドンと落ちているのです。平成３１年度の計画を出したときにはいわゆ

るコロナの入り口といいますか、始まった時点だったので当然ここは影響がなかったので

すね。令和２年度の段階でコロナが段々長期化してきたところで、都立学校、都立に限ら

ずいろいろな学校がコロナ禍に応じた、三密を避けるといったことをはじめといたしまし

て、接触、それから学校の中にいろいろな人が入ってくるのを極力避けるような動きがあ

ったかと思います。この辺の影響がどうしても施設開放についても大きくございました。

よって、グラウンドなりテニスコートなりズドンと落ちまして、令和４年度についてはあ

まり動向としては変わらず、そして今回令和５年度からそろそろコロナの影響についても

活動が制限されていたものが元に戻ってくるところだったのですが、実際にはまだ戻って

いないところが非常に大きく見えています。 

 もう一つであります。実は文化学習施設が、言うてはいたのになかなか開けてくれてい

るところがいない。よって、私ども生涯学習課といたしましては、このあたりを、一つは

少なくともコロナの起きる前の状態まで戻さなければいけないし、更に言えば、それ以上

貸していただけるような状況をつくり出していかなくてはならない。一方で、昨今、働き

方改革についても学校における重大なテーマとなっておりますので、この施設開放を行う

に当たっての学校の中の負担についても踏まえなくてはならない状況でございます。 

 次が２３ページであります。今申し上げたように、学校の働き方改革という観点でござ

いますので、今年１月に各学校、都立高等学校は２００校弱ありまして、特別支援学校が

５０校ぐらいあるのですけれども、生活文化局で貸してしまっているところは除外します

ので、これはほぼ全ての都立学校からアンケートの回答を頂いたとお考えください。施設

の貸出等をお願いするに当たって負荷が高いところをお聞きしたところ、複数回答ではあ

るのですが、このような状況でございます。 

 ２４ページを御覧ください。赤で同じものを囲ってありますけれども、やはり団体との

調整の負担をどうしても訴えるところが非常に多くございました。 

 ２５ページです。我々としても施設開放の日数を大きく広げてほしいという観点から聞

いてみたもので、施設開放の計画は次の１年間の分を実は２月、３月に提出していただく
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のですね。そのときに部活動や学校行事の日程は確定していますかと聞いたところ、やは

り確定しないところは当然ながらあるのですね。そうすると、年末年始なり試験期間、確

実にお休みのところしか貸せないというところもあれば、もう少し細かく見てくれるとこ

ろもありまして、そこも実際には若干ばらばらですけれども、右のところにありますよう

に、多くの学校は施設開放計画決定時点で次年度の部活動、それから学校行事予定が固ま

り切っていない。そんな中で計画を出している。年度途中で追加で貸してくれる云々を出

してくれればいいのですが、そういったことも実は学校はあまりやっていないところが一

つございました。この辺が少し取っかかりになるかと思っております。 

 それから、２６ページであります。併せて、実は今の施設開放をやっていながらも結構

懸念するようなところがあることがアンケートで分かってきました。某県のほうで公園が

結局使えなくなってしまった件があったと思うのですけれども、ああいう施設開放をした

ときに、使うユーザーと学校等を使ってくるユーザー以外にも、近隣の方から音、利用者

が車を使って来てしまったり、ごみ、そういったマナーの観点でも結構苦情が出ていて、

何時以降は使わせないといった協定みたいなものを地域住民から結ばされているところも

あるようでございます。 

 ２７ページでございまして、次の視点としては建物管理への不安であります。こちらは

どんな種類の施設を貸しているかを時系列で追っております。これを見ていただいて分か

るのは、青とオレンジ、グラウンドとテニスコートはみんな割と貸しているところが多い

のですけれども、体育館、武道場等のいわゆる建物の中に入るところについては、管理面

での不安があるのかなと思いますが、どうしても低調になる傾向がございます。 

 そんな中、２８ページでございます。都立学校におきまして、高等学校、特別支援学校

でございますけれども、建物を新しくしていく。事例でありますが、都立国際高等学校、

都立調布北高等学校では、建物の改築、新築のときに施設開放用の構造を少し造っていく。

それから、特別支援学校などにつきましては、先ほどのパラスポーツ振興というもう一つ

の政策目的もあるため、特別支援学校を改築なり造るときにはこういうふうにするという

施設整備方針の中にここまで盛り込んでいるような状況でございます。 

 ２９ページでございますが、現況、それから一つの視点、突破口といいますか、論点に

なりそうなところを御説明差し上げましたけれども、以上のことを踏まえまして、本日皆

様から是非御指摘、御意見を頂きたいと思っているところを申し上げます。一つ目、学校

の働き方改革の文脈を踏まえつつ、コロナ禍を契機に減少した施設開放数を元に戻してい
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きたいということについて、どのような取組が必要となるか。二つ目、学校に負荷をかけ

ず、より細やかに施設開放の機会を提供するための取組。三つ目、地域との調和を保ちつ

つ今後の施設開放を進めていくために必要なこと。四つ目、施設開放を進めるための必要

な建築物の在り方、管理の仕方。最後に、施設開放等を量的・質的に充実させるために必

要な取組につきまして御意見を頂ければと思っておるところであります。 

 説明は以上であります。すみません。長くなりました。 

【笹井会長】  ありがとうございました。 

 ということで、本日の審議のテーマについて詳細に御説明いただいたのですけれども、

まず、ただいまの御説明につきまして質問事項がありましたら頂ければと思いますが、い

かがでしょうか。 

【澤岡委員】  丁寧な御説明、ありがとうございます。 

 １点御質問ですが、学校施設開放の計画策定の際の策定プロセスについてです。この策

定プロセスに、例えば近隣地域の方々や利用登録されている団体の代表などが一緒に合議

して決めていくような流れはあるのですか。 

【生涯学習課長】  御質問、ありがとうございます。こちらは、各学校において施設開

放の計画を決めるときには委員会を設置、そこで決めることがルールになっております。

その委員会には学校、それから地域の方等も入って決めることになっておるので、実はポ

イントとなる地域の方自体は入ってはいるのですね。それゆえに少し広げる云々が難しい

ときもあるのかもしれませんね。加えまして、より多くの方に使っていただきたいという

観点から、学校にもよりますけれども、地区の教育委員会等もメンバーに入っていただい

て、そこを経由して周知していただいて使いたい人を募集する仕組みに資するような形に

もなってはいます。 

【澤岡委員】  もう一点、そのプロセスで、私、逆のことを少し考えたのですが、割と

丁寧に丁寧にすり合わせをみんなでしていくとクレームが出たりが少なくなっていったり、

関わる人たちと丁寧にやっていくことで周りの人たちに口コミで登録団体が広がっていっ

たり、良いほうにも作用するプロセスなのかなとも思うのですが、何となくイメージは、

その委員会をやりましたということで、やらなければいけない絵に描いた餅というか、み

んな集まりました。１回ぐらいやって終わっているようなところもあるのかなと想像した

のですが、割と丁寧に丁寧にみんなで合議していく場にはなっているのですか。 

【生涯学習課長】  なるほど。まず先に申し上げると、そこの委員会自体が丁寧な形か
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というと、学校にもよるとは思いますが、若干形式的になっている可能性はあるのかなと

いうふうに今お話を頂いて思った次第です。逆に、そこの丁寧なプロセスによって、例え

ば近隣の方の御理解が頂けるなど、そういった可能性は確かにあるのかなと今認識した次

第であります。 

【広石委員】  団体の使用状況の確認や団体の使用日程の調整が大変だという話があっ

て、日程を決めるときは、ここを開放するというだけなのか。それともテニスコートは何

日と何日に開放しますという話なのか。どの団体がこの日は使いますみたいなところまで

決めてしまっているのか。あとは、その受付や、当日は先生が職員室で待っていて、団体

の人が鍵を借りてみたいな感じなのか。その辺のイメージが分かればと思ったのですが。 

【生涯学習課長】  まず、委員会の段階では何日にどれぐらい貸しますよと決めて、そ

の後、申込期間を設けて、あと抽選して、元々空いていた枠にその応募者を振り分けてい

く形になります。当選したところに対して連絡をして、その後、当選した団体が前日、当

日に鍵を借りに来て、終わった後返していく形です。そのときに学校が完全に安心して任

せるところもあれば、そうではなくて、外部の方が来るのできちんと使ってくれるかしら

と心配で、結局学校に張りつくところも実はあります。その辺が結構負担ですというお話

も来ますね。 

【広石委員】  それは事務員さんですか。 

【生涯学習課長】  事務室で行っている場合が割と多いですね。その辺もあるので、外

のほうが貸しやすいのだろうな。学校の中に入ると、学校の警備区分、機械警備で、ここ

からのエリアは駄目よ、行ってしまうとセンサーが感知してビーっと鳴って警備員が来て

しまう。でも、大体行くのですよね。 

【広石委員】  今の話に関係して追加で、文化学習施設を貸し出しているケースはどこ

を貸しているのですか。図書室などですか。 

【生涯学習課長】  大体、会議室ですね。この会議室についても、一応、文化施設とし

て貸す形にはなっているのですけれども、ニーズはどうなのだろうと実は思ったりします。

今、公民館もしくは区役所の出張所の２階、３階などを貸してくれるところがあるわけで

すけれども、さて、学校で会議室というのはどうなのだろうと思ったりもしますね。島な

どになると逆にそういった施設が元々ないので、図書館や図書室などを結構大きく貸した

りしているのですが、島の状況とそれ以外は状況が違い過ぎるので、今回は島の部分のデ

ータは全部抜きました。 
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【広石委員】  追加でもう一つ、これ、利用料はかかるのでしたか。 

【生涯学習課長】  利用料は一定の額がかかるような形になっていますが、正直言うと

すごく安いです。 

【広石委員】  それはどういうふうに、事務局にお金を、利用したときに現金で１,０

００円、２,０００円払う。そんな感じですか。 

【生涯学習課長】  当選して利用が決まった方に振込用紙をお渡しして、使う当日まで

に振り込んでおいてくださいね。そういう仕掛けになっています。 

【松山委員】  今のことにも少し関わるのですけれども、負荷が高いと思う事務手続と

いうところで団体の使用状況や団体との調整・対応があって、さっき、もし校内などに入

る場合は事務員が鍵の貸し借りという話もあったと思うのですが、学校側でこの施設開放

に関わる体制というか、例えば副校長なのか、先生なのか、教員なのか。実際どういう人

がどんな形で関わっているのですか。 

【生涯学習課長】  これについては、教員、それから事務職員の中で明確に、例えば学

校教育法上、教諭は教育をつかさどるなど何か明確に決まっているわけではない。正直言

うと、学校の中の業務として何か規定上でばしんと決まっているものではないので、学校

の中で決めて、ほとんどの場合は事務方、事務職員がやっていると思います。 

【竹田委員】  二つお願いがございます。一つ目は、今、計画ベースで数字を表現いた

だいていると思うのですけれども、計画が減っているのは、つまり、学校が２月段階でこ

れしか貸せないと言ったということだと思うのですが、学校はどういうプロセスでこの日

を出すと決めるのか、もう少しイメージしたいと思います。例えば、もう学校からこの３

日程だけでいきますという形で、学校が決めて出される形なのか。何かノルマというか、

なるべくこれだけ出してくださいという要望があって、そこに当て込んで出す形なのか。

学校側はどういうインセンティブでそれを出しているのかお聞きできればと思ったのです

が、いかがでしょうか。 

【生涯学習課長】  御質問、ありがとうございます。右下のページで言うと１４ページ、

資料１の表題が「都立学校開放事業の状況について（概要）」となっているところです。

ここの下に根拠法令があるのですが、「学校教育上支障がないと認める限り」となってい

まして、基本の考え方が、学校での日常の授業、部活動を最優先として、そこで使わない

ところについて貸し出す形になっています。これがまず原則的な考え方です。これに基づ

いて、各学校で２月頃に年間の授業計画等が決まって出てくるのですね。そのときに部活
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動はこれぐらいにするからこのあたりは空くかなという形で、先に授業、そして部活動の

年間計画を決めた上で空いているところを貸しますよというふうに出してくるのが現状で

あります。 

 竹田委員、あとほかに抜けているところがありましたら御指摘をお願いします。 

【竹田委員】  ありがとうございます。もう一つイメージができるようになったのです

が、そのときに、例えば文化学習施設というのは、極論、夏休みなどは会議はないはずで、

使わない日程は絶対あるのではないかと思ったのです。その中でゼロというのは、使わな

いけれども貸せないと言ってゼロという形になるという理解で合っているのでしょうか。 

【生涯学習課長】  ここの部分は、御指摘のように、そんなに使っていないというふう

に思いますので、少しお恥ずかしいのですけれども、恐らく学校のほうで意識が至ってい

ない可能性もあるかなと思います。 

 もう一つは、ニーズがどれぐらいあるかなと若干思います。学校という中の会議室をど

れぐらい使いたいと思ってくださるかというのは、実は皆さんにも聞いてみたいと思って

いたところです。 

【竹田委員】  もう一つだけ追加で、今の文化施設のところの一つの私の利用イメージ

としたときに、ＰＴＡが使う、ＯＢ・ＯＧとしてそこで何かやる。ＯＢ会、ＯＧ会という

か、卒業生組織があるのですけれども、そこが学校で会議をしたりしているのを見るので

すが、あれはこの範囲ではなく、学校の中でやっていることが多いのでしょうか。 

【生涯学習課長】  御指摘のとおりだと思います。 

【竹田委員】  ある意味で学校の許可さえ取れれば、この枠組みを使わなくても学校の

会議室は使っているということですよね。 

【生涯学習課長】  はい、そのようにお考えいただいて大丈夫です。平たく言うと、そ

れまで学校と関わりのない人たちがその施設を使わせてという形のイメージのほうが近い

と思いますね。 

【笹井会長】  先ほどの課長の御質問ですけれども、どのぐらいニーズがあるのか。そ

の辺につきましてもし御意見や、このぐらい必要があるよという御指摘がありましたら頂

ければと思いますが、いかがでしょうか。どなたでも結構です。 

【生涯学習課長】  文化施設という意味合いで、体育施設以外でも、地域の方のニーズ、

学校の教室、学校の建物の中にある部屋でどんなものを実際には皆さん使いたいと思うの

かな。逆に、我々としてもこういったところを開放してもいいのではないですかと学校の
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ほうに提示していくのもありかなと思うのですね。ただ何でもいいから文化施設も貸せと

言うとあまり伝わらないと思いますから、その前提として是非ニーズ的なものの御意見を

頂ければと思います。 

【澤岡委員】  高齢者に特化した部分にはなるのですが、ちなみにＷｉ－Ｆｉは使える

のですか。 

【生涯学習課長】  Ｗｉ－Ｆｉは、学校内は整備しているのですけれども。 

【松山委員】  外部の人は入れないですよね。 

【生涯学習課長】  オープンにしていないと思うのです。ネットワーク上、悪さをされ

ると嫌だからという観点から、ほとんどの学校は生徒と教職員以外はつながせていないと

思います。 

【松山委員】  私は高校のＰＴＡをやっていましたけれども、高校のＰＴＡの仕事のた

めとは言え、Ｗｉ－Ｆｉのパスワードは教えていただけませんでした。なので、ましてや

外部の人には教えていただくのは難しいだろうと思いますね、今の運用では。 

【澤岡委員】  特に高齢者のところで言えば、最近、通いの場や地域の中でサロンをや

りましょうというところで、自治体がいろいろ仕掛けてグループを自主化していただいて、

活動は皆さんでどうぞやってくださいと手を離す形が結構多かったりするのですけれども、

自分たちで会費を出してという中で、一番の悩みが場所をどう確保するか。そんなに大き

な場所でなくていいのですけれども、それこそ学校の教室ぐらいの大きさで、みんなで少

しお話ししたり、簡単な体操をしたりということができるとすごく喜ばれるのかな。更に、

言い方は悪いのですけれども、そういうシニアの方々はすごく常識のある方々なので、き

れいに消毒もされて帰りますし、原状復帰もしっかりとやられていく方々なので、お客さ

んとしてはすごく良いのかなというのが一つあります。 

 それから、シニア関連で言えば、最近デジタル庁や総務省が地域の中でスマホやインタ

ーネット関連のことが勉強できる、相談できる場所を地域に増やしていきましょうと一生

懸命やられていたりします。ただ、Ｗｉ－Ｆｉのところが少しネックになるのかなとは思

うのですけれども、町会の公民館でそういうのをやりましょうといってもＷｉ－Ｆｉがな

かなかなかったり。安心できる場所を定期的に、条件としては、通いの場やサロンもそう

ですけれども、第３木曜日の午前中に必ずやりたい。でも、そうやって場所を確保できる

ところがなかなかない。定期的にＷｉ－Ｆｉが使えるところは、地域のシニア向けのとこ

ろでいえばすごくニーズはあるのかなと思います。お客さんとしてもあまりおかしなこと
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をしない人たち、大きな声も出さないで、すごく良いのかな。Ｗｉ－Ｆｉあり、プラス地

域包括支援センターにそういう方々が皆さん、場所が欲しい、どうしたらいいだろうと相

談に行くようですけれども、そういうところの方々、例えば生活支援コーディネーターは

認識として紹介できる場に学校がないのではないか。そこもうまくしっかりコラボレーシ

ョンしていくと、すごく良いお客さんで地域に広がっていくのかなと感じたところです。 

【生涯学習課長】  一つだけお伺いしていいですか。今ありましたＷｉ－Ｆｉというの

は結構重要なポイントなのですね。我々のお願いの仕方として難しいのは、皆さんに貸す

ために新たに何かを整備するではなくて、今あるものを貸す。余剰といったらあれですけ

れども、今あるものを更に有効活用しようということになるので、Ｗｉ－Ｆｉがネックに

なるのは少し困るなと思ったのですけれども、Ｗｉ－Ｆｉというのは最近の高齢者の方に

ついても必須といいますか。 

【澤岡委員】  用途にもよると思うのです。ただのお茶会や通いの場、健康体操であれ

ばそんなに問題はないように思うのですけれども、今の時流で言うスマホを勉強するサロ

ンみたいな会となると。もう一つのニーズとしては、地域の方々が生活困窮の子供たちの

ために寺子屋などをいろいろやられていたり、そこの中でプログラミングを教えたいおじ

いちゃまがいたり、地域の子供たちを大人が支援したい場としては、学校はお互いにとっ

て信頼感がある場だったりもすると思うのですけれども、多様な使い方にマッチしたと考

えると、やはりＷｉ－Ｆｉは開放していただけたほうがよりいろいろな可能性が広がって

いくのかなと思いました。 

 そのあたり、地域のいろいろな場で御存じだと思いますが……。 

【広石委員】  今、澤岡委員がおっしゃった部分は正にそうだなと思ったので、やはり

場所がないというのはあります。澤岡委員がおっしゃったみたいに、運動グループも１０

人ぐらいのグループで、市役所の会議室で机をどけてやるみたいな感じで十分で、逆に体

育館など借りられても困るみたいな人も多いのだろうと思います。そういった意味では、

シニア世代の通いの場、交流の場や、おっしゃったみたいな学習支援活動、そういったと

ころで学校を使うのはすごく良いと思いました。 

 逆に言うと、完全なオープンにしてしまうとＷｉ－Ｆｉなども貸せないと思うのですけ

れども、社会福祉協議会がきちんと分かっている団体で、新しい登録制度というか。特に

高齢化社会においてそういうことが非常に大事だというのは一つの今後の戦略、地域との

事業、政策としてもあると思います。開放という定義ですよね。一般開放で誰でもアクセ
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スとやってしまうと確かにＷｉ－Ｆｉなどはめっちゃ怖いという感じがする。地域福祉活

動や高齢者活動の自主サークルなどで、そういう意味で学校があるというのは分からない

と思うので、社会福祉協議会なりと連携して、そういうふうな仕組みをつくっていく。確

かに使いたい人はいっぱいいるでしょうし、澤岡委員がおっしゃったみたいにそんな変な

使い方はしない。そういうところは確かにすごく安心だし。逆に、平日の先生方が学校の

授業などをしている時間、確かにそういうニーズはありますよね。水曜日の午前に１時間

ぐらいだけ運動したい。そうすると追加的に休日に事務員が対応しないといけないではな

くなるので、そういった意味でもすごく良いのではないかと聞いていて思いました。 

【生涯学習課長】  単純な一般貸しよりは、間にかんでくれるといいますか、コーディ

ネートも含めてしっかり管理もしてくださるような方をかませることが一つ。 

 もう一つ、逆転の発想ですけれども、学校が運営しているときに貸すのもありではない

かと今言ってくださったような気がします。ありがとうございます。 

【松山委員】  貸出しの時間帯の前提や制限などはあるのでしょうか。 

【生涯学習課長】  基本的にこちらも学校のほうで設定していただく形になっていまし

て、何時から何時までにしなければいけないというのは基本的にないのですが、類型化し

ますと、午前中、午後、それから夜間、９時ぐらいまでが多いですかね。そのようなこと

が一般的かと思います。 

【松山委員】  土・日などはどうですか。 

【生涯学習課長】  土・日も含めて今申し上げたつもりでありまして、通常、平日貸し

てくださるところですと、定時制がないようなところは夜間貸してくださいます。週末に

ついては、午前、午後、それから夜間も貸してくれるところは夜間の部ということで３部

制ぐらいになるかと思います。 

【松山委員】  であれば、普通の区などの施設、区民センター、そういったところと同

じような区分ですよね。私、実は社会教育団体のリーダーをボランティアでやっているの

ですけれども、特に決まっている拠点みたいなのがなくて、毎回、リーダーが多い大田区

と江東区の文化センターや、そういうところを毎月抽選で月初めに申し込むのですが外れ

ることも多く、毎月毎月場所を探すのが結構大変です。私たちも江東区や大田区に団体届

を出しているのですけれども、さっき澤岡委員がおっしゃったみたいに、学校施設も使え

たらいいと思ったことはあるのですが、まさかそれが貸出しの対象になっていること自体

を全く知らない。 
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 私は日本宇宙少年団をやっているのですけれども、水ロケットを打ち上げたりするのに

グラウンドなどがちょうどいいのですが、そういうグラウンド等が使えるところが全然な

くて、ものすごい田舎のほうに行ってやらなければいけなかったりしてすごく大変です。

学校がそもそも社会教育団体などに貸出しをしてくれるという意識がまずない。そういう

意味では、文化センターや区の施設の貸出しで登録している団体があると思います。今、

学校に登録しているのは恐らくスポーツ関係のＰＴＡ、ママさんバレーや地域のスポーツ

少年団などが主だと思うので、同じ区内の文化センターなどへ登録している団体に、学校

でもこういうのを登録できます、申込みできますみたいな連携が何らかできる、もしくは

周知をそこにすればもう少し広がっていくのかなという感じはしました。 

【生涯学習課長】  私もイメージがつかなくて、自分もスポーツばかり印象が強かった

ので、数字を見てみたときに文化はあまり使われていないと思ったのですが、今、松山委

員からもお話しいただいたところから考えると、それこそ校庭で水ロケットを出せるなど

考えたりすると、学校ゆえの文化施設の良さみたいなものもあるのだなと今感じた次第で

あります。ありがとうございます。 

【笹井会長】  少し時間の関係もありますので、先ほど課長からお話しいただいた２９

ページに例えばの論点が載っていますけれども、要するに、都立学校施設開放事業をより

活性化して有効に活用していただくにはどうすればいいのかということですね。その辺に

つきまして御意見等頂ければと思いますが、いかがでしょう。どなたでも結構です。 

【志々田副会長】  学校の施設だから、学校教育に支障がない形で貸しますという法令

上のここをどう理解いただくのかということを、学校にお願いするのは理解を頂くのもと

ても時間がかかるだろうと思っていて、この発想で正しいのかどうかあれですけれども、

例えば学校も生涯学習施設をお借りする。つまり、都立学校の施設全部が東京都の建物で

あるわけだから、生涯学習施設として登録をする。そして、学校については学校が稼働し

ている期間、それから学校が例えば体育祭をやりたい、文化祭をやりたいと言うのならば、

学校も登録制にして、いいですよと。もちろん優先的に学校は入れていいけれども、それ

以外の空いているものは全部こちらで管理します。だから、校長先生や事務の方たちが心

配だからと言っているよりも、自分たちも借りる立場になってもらったら今悩んでいるこ

とは全部すっきりするのではないかと思ったのですね。それは東京都ができる一番シンプ

ルなやり方だけれども、ものすごくドラスティックなので……。でも、きちんとやってく

れないとそういうことになってしまいますよみたいに。 
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 平日は学校もお使いになられているけれども、少なくとも土・日は基本的に都立学校の

施設は生涯学習施設ですと。もちろん管理や責任も、法令上の管理責任も全部分けて、責

任者も分けて、火元管理者も分けて設置して、土・日、学校が使いたい日だけ御登録いた

だけますか。残りはこちらでやりますみたいなのが、御理解を深めるよりも最もシンプル

でいいかなと思いました。 

【笹井会長】  制度そのものを変えてしまうということですね。 

【志々田副会長】  そう、土・日だけは制度そのものを変えてしまう。 

【笹井会長】  貴重な御指摘、ありがとうございました。その辺も含めてほかの委員の

方の御意見を頂ければと思いますけれども、どうでしょう。どなたでも結構です。 

【広石委員】  そういう意味で、今の話でいくと、デジタル化してカレンダーで管理す

る。結局そういうことですよね。学校だってそこの時間を使いますよと登録しないといけ

ないとなるので、おっしゃったみたいなことに結果的になるわけです。だから、無理やり

学校が、ここは開放ですと別作業で切り出してそれを募集するのではなくて、統一的な施

設管理データベースというか、カレンダーがあって、そこをみんなが使う。それを最初か

ら全員に公開するかどうかはともかくとして、やはりデジタル化しないと無理だろうとい

う気はまず大前提としてあるのではないかと思います。そうすると、志々田副会長が今お

っしゃったみたいな発想に切り替えるということですよね、というふうに非常に思いまし

た。 

【笹井会長】  どうぞほかの皆さんも。今の点でも構いませんし、ほかの御意見でも構

いません。 

【海老原委員】  前の質問とも関連してになってしまうのですけれども、何が一番目指

したい形なのか。どういう形だったら一番いいのかというところが具体的にあるといろい

ろな方も学校側も使いやすいのかなと思いました。もちろん、学校側と外部の方とのニー

ズがマッチしていることと同時に、双方にメリットがある。学校側にも、今お話を伺って

いるような事務手続や調整がかなり大変というところがあるので、何かしらメリットない

しは負担にならないような形を、それがシステムなのか仕組みなのかあると思うのですけ

れども、考えるところが大事ではないかと思うのですね。そもそもどういった団体が使い

たいと思われているのか。ニーズがどこにあるのかがまだ具体的に見えづらいので、学校

側は使ってほしい、外部も使いたい方がいて、そこがちょうど補えると一番いいとは思う

のです。学校側のニーズとして、一応使えるのだけれども、いろいろな手間もあるから、
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使うとしたらここまでにしてほしいという状態があって、外部の団体は実はたくさん使い

たいところがあるのか。それとも、そもそも使える部分は少なくて、使いたい人が多いの

か。逆に、使える部分はたくさんあるのだけれども、使いたい人がそもそも少ないのか。

幾つかパターンが細かくあると思うので、そんなに細かく分析する必要はないと思います

けれども、少し丁寧にニーズを見ていくといいのではないかと思います。 

 先ほど発言できなかったのですけれども、外国支援の方で言うと、結構サッカーやクリ

ケットで場所がないかと聞かれることが前はよくありました。外国人ということで借りら

れなかったり知らなかったりするので、地域のそういった場所を探しているとは思います。 

 あと、教育とは全然関係ないですが、今うちのプロジェクトでやっているのですけれど

も、撮影場所を探していて、学校っぽいイメージのところを使いたいみたいなニーズが、

結構クリエーティブ系の人などはそういう雰囲気で撮りたいというのはあるかもしれない

です。もちろん名前などが映ってはいけないのですけれども。 

 すみません。長くなってしまいましたが、以上です。 

【生涯学習課長】  御指摘、ありがとうございます。私のほうの説明がよくなかったと

今思った点がありますので、補足させてください。 

 まず、状況を説明したのですけれども、先ほどの体育施設については、学校側として貸

すといった計画に対してお申込み、ニーズのほうですね。シーズとニーズの観点で言うと

ニーズのほうが高いですので、借りたいけれども借りられない状況がほぼ全ての学校にお

いてあるということでございます。文化施設については、私が今日皆さんにお聞きしたよ

うに、ニーズ自体がまだ出てきていない。当然ながら、逆に言うとシーズとして貸すほう

自体も出ていないものですから、完全な未開拓状態に近いと思います。ただ、体育施設に

関しては圧倒的にニーズのほうが高くて、抽選で、本当は毎週借りたいけれども年１回か

２回しか借りられないというのが通常です。 

【笹井会長】  私の経験から言うと、学習文化関係のニーズでも、この教室を使いたい

と言うと、「いや、ここは補習で使うから駄目なのですよ」と何か言い訳がましいことで

使わせない。そういうのは、今シーズと課長はおっしゃいましたけれども、本当はシーズ

などないのではないかと疑わざるを得ないですね。文化的なニーズというのはつつけばい

ろいろ出てくるわけで、潜在的にはあって、顕在化していないだけではないか。個人的に

はそういう印象を持っています。だから、貸してくれるとなったら私も使いたいという人

は結構出てくるのではないかと思います。 
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 その辺を行政も――学校も行政施設なので目的的にできているわけで、学校が学校の教

育目的のために使うとなっていて、そこをどういうふうに制度を直していくのか。志々田

副会長の御指摘はよく分かるのですけれども、ただ、制度をどう直していくのか。行政と

いうのは目的を設定して役割分担していくわけですよね。それをどういうふうに直してい

くのかと考えると、なかなか難しいのかなという気はします。でも、そこは知恵を出して

いけば結構いろいろなことができるのではないかなと思ってはいます。私の個人的な見解

ですけれどもね。 

 ほかにどうでしょうか。海老原委員、何か続きがありますか。 

【海老原委員】  すみません。きちんと理解していなくて、御丁寧な説明、ありがとう

ございました。よく分かりました。 

【笹井会長】  ほかにどうでしょうか。御意見を頂ければと思います。 

【生涯学習課長】  学校という建物の各部屋といいますか、施設自体が目的的だという

ことは会長のおっしゃるとおりだと思います。それゆえに、目的を逆転の発想といいます

か、前提を変えてしまえというのが志々田副会長のおっしゃることだと思うのですね。一

方で、自分がなるほどと思ったのは、さっき広石委員がおっしゃったことは、実は目的的

なものをパーツといいますか、一ひねりすることで使い方を学校にとってより受け入れや

すくするアイデアを頂いたかなと思いますね。一ひねりあったら是非お願いします。 

【広石委員】  先ほどのコロナ禍後の回復というところが今日の論点の一つだという話

ですけれども、今の話で言うと需要は幾らでもあるわけですね。逆に言うと、これは供給

側の問題ですかね。確かにコロナ対策などを考えるとグラウンドやテニスコートを貸すの

は少し大変かな。管理側が大変だ。そういう感じのイメージですかね。 

【生涯学習課長】  管理側部分がいろいろな理由から、先ほど申し上げた地域の問題も

あるのかもしれませんし、自分たちの手間的なところも若干あるのかもしれません。また、

コロナ対策、感染症対策を気にしてということもあるのかもしれませんが、そういった意

味合いからシーズをもう少し広げさせていただきたいのですけれども、そこが法律といい

ますか、事業の立てつけ上なかなか簡単に我々から貸せという形で無理やりできないとこ

ろが難しいというのはありますね。 

【広石委員】  幾つか思ったのですけれども、三つあります。 

 一つは、やはりデジタル化は必須でしょうと思いました。一方で、テニスコートやグラ

ウンドなどは既に使っている人たちがいて、それでも思うようには借りられていない状況
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があると、逆に言うと、その人たちもあまり一般に広げたくはないと思うのです。変に需

要喚起してしまうと、ただですら思うように借りられないので競争率が高くなるのを避け

たいと思うと、既存の人たちの委員会などもどんどんクローズな形になっていくのではな

いかとすごく思います。学校側も何となく周りの分かっている人とやったほうが楽という

か、あまりオープンに広げてしまうと、よく知らない住民のテニスサークルが来られても

という感じになってしまうのだろうと思ったのは一つあります。さっきおっしゃられたこ

ともありましたけれども、どういう状況が成功イメージなのか。私たちも都心のまち、文

京区ですから、区民ワークショップなどをするとよく出るのが、どの団体が良い悪いでは

なくて、体育館なども分かって使っている人は全て抽選日も分かっているし、皆さん慣れ

ている人は上手にやる。区民のためといいながら結局特定の人しか使えない。区立体育館

などもそういう声はよく出ます。でも、それはすごく難しくて、では、広く公平にといっ

てもまた……。そこはすごく難しいなと思うところはあるので、どういう状況が一番良い

開放状況なのか。そういったところが一つある。 

 あと、誰が使うのかというところはすごくポイントで、既得権を持っている人、地域の

古い団体で昔からなじみがある人たちばかりが使ってしまわないほうがいいのだろうけれ

ども、では、完全に広げ過ぎていいのか。まだ答えは全然ないのですけれども、そこが一

つ大きなテーマだと思いました。 

 そういった意味で、委員会というもので運営されているというお話だったので、委員会

みたいなものが今後のコミュニティ・スクールなど今の全体的な流れも踏まえて、うまく

活性化できないのか。例えばルールや、学校の事務量がすごく多くなっては大変なので、

ある意味で地域メンバーがボランティアをやることも含めた、よりコミュニティ運営とし

ての委員会みたいな形にうまく移行できないかな。これも根本的な対策にはなるのですけ

れども、ただ、細かい対策よりはそれぐらいのことをやったほうがいいだろうと思ったの

が二つ目です。 

 もう一つあるのは、例えばさっきの文化施設のところなど特にそうだと思いますけれど

も、先ほどの澤岡委員のお話にあったような高齢化社会なので、高齢者の自主活動がすご

く大事です。そうすれば、さっき言った社会福祉協議会と連携してやっていきますみたい

なことも一つあるでしょう。例えば哲学カフェみたいなものを図書館でやるのはすごくい

いじゃないですかというときも、その人がやりたかったから貸してあげますだけでなくて、

今の時代は地域の中のいろいろな価値観が分断になりがちだし、新しい社会の状況などい
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っぱいあるので、哲学カフェみたいなものをもっともっと地域で広げる必要があるのでは

ないか。それが生涯学習としての取組として大事だと思っているので、そういったところ

を都立高等学校という場所と連携してやっていくのかもしれません。先ほど海老原委員が

おっしゃった外国人のための日本語教室みたいなものが非常に大切なので、そこは連携し

てやっていく形。特に最初の御説明のときにもあったみたいに、会議室は少し内側ではな

いですか。グラウンドやテニスコートは完全に外ですけれども、内側に入っていくところ

は、ただ好きに誰でも来ればいいですよと。何か謎の変な若いグループが使った感じや、

変な高校生ののぞきではないけれども、部屋に入って何かあさっていったみたいなことは、

こういう目的でこういう人たちが来るのですと特定してあげてもいいのかなと思いました。

それは都立高等学校なので、都立高等学校だからこそパブリックに開かなければいけない

ところはあるでしょうけれども、一方で都の施設だという意味では都の政策との連動の中

で使うことがもっとあってもいいのかなと非常に思いました。 

【澤岡委員】  関連するか分からないのですが、都が施策に合わせて使ってほしい人を

定めていくのもありだと思うのですけれども、ある意味、広石委員がおっしゃったように、

今、平等といって実は平等でないみたいな話もあって、優先順位を付けていく。その優先

順位の基準をこの委員会で地域の人たちと、この地域はどうあってほしい、地域課題はこ

うですよね。学校としても子供たちにこんなことを学校開放を通じて学んでもらいたい。

すり合わせをしながら、では、うちのエリアでここの高等学校の学校開放はこういう優先

順位を付けていこう。みんなで優先順位を付ける基準を考えていく。広げていくと、地域

にとって学校って何だろうとみんなで考えていく。これは分かりやすいテーマというか、

課題でもあるのかな。丁寧にその委員会で――その委員も今までのなあなあでやっていく

のではなくて、そういうことを話し合うためにはどういう人たちを委員として招いたほう

がいいのだろうということをそもそもみんなで学校で話し合いながら委員会を設定して、

地域にとって学校って何だろうという大きな課題、地域にとって、それから学校にとって

地域に開放するって何だろうということを話し合いながら、今年の選定基準はこういうふ

うにしましょうみたいに優先順位をみんなで考えていけると、もしかしたら地域との調和

という部分にもつながっていくのかな。面倒くさい作業ではあるのですが、そこを丁寧に

やっていくと学校にとっても地域との調和というふうに広がっていくのかなと今お話を伺

って感じました。 

【広石委員】  そうそう、私がさっき頭の中で整理できなかったところはそこだなと。
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正におっしゃってくださって、例えば、地域のこういう施設、例えば区立施設などを見て

いても、ずっとテニスグループでやっていたから私たちに優先順位があるでしょうみたい

な感じにどうしてもなってしまいがちなのですね。そうでなくて、高齢者の方などにもテ

ニスコートだったら広げていきたい。子供たちが今体験格差などある中でそういったとこ

ろを。何かテーマがあった使い方の優先順位なども是非考えていただきたい。開放だから

使いたい者が使えばいい、そういうことではないのではないかな。本当はそういう委員会

などで議論ができればいいですけれども、いろいろ改革ではあるなと……。実はその話は

さっきの志々田副会長の学校施設は公共施設だということですよね。そういうところなの

だろうと思ったので、補足ですみません。 

【笹井会長】  でも、目的的な利用によって悪い利用を抑えるという考え方だと思うの

ですけれども、結局、目的と目的でぶつかるのですね。それをどう優先順位を付けるかと

いう話になって、そのプロセス自体は議論が深化していいのだけれども、結論は出ないと

思います。つまり、公園を造るのか、病院を造るのか、学校を造るのか。予算が１０億円

しかないときにどうするのですか。優先順位は、公園を造ってほしい人は絶対それを造っ

てほしいと言うし、学校を造ってほしい人は学校が大事だと言うし、意見が交わらない。

優先順位付けというのはすごく難しい問題なのですね。それを少し脱目的にしなければう

まくいかないところがあるのだろうと思って話を聞いていました。すみません。水をかけ

るようで申し訳ないのですけれども。 

【広石委員】  いやいや、そうおっしゃることはよく分かります。なるほど、すごく勉

強になりました。 

【生涯学習課長】  おっしゃったところは、判断する役割を委員会の中に持っていくの

ですけれども、価値観がそれぞれ出てくる。それぞれ個人によって価値観が違うので、そ

こでの折り合いをつけるのがまた一方で難しいということをおっしゃったのだと思います。 

 ただ、広石委員にしろ澤岡委員にしろ、さっきの社会福祉法人等をかませるのと同じよ

うに、単なる部屋貸し、場所貸しではなくて、やはり生涯学習というのかな。何か目的を

持った意識的な、政策的な貸し方に少し変えてみたらとおっしゃっていただいた。その核

となるのは委員会なのではないか。その委員会が場合によっては、都立にはまだないので

すけれども、コミュニティ・スクール的なものになってもいいのかもしれないと今聞いて

いて思いました。 

【笹井会長】  公民館というのは社会教育施設ですよね。その利用の仕方として普通は
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２種類言われていて、通説的な考え方ですと、つまり、団体利用か、集合型と言われる個

人利用かということですね。団体利用というのは、登録団体にいつ貸しますという利用を

今も公民館はやってもらっている。もう一つは、講座やセミナーみたいなのを開催して個

人に来てもらって集合でやる。私は、学校開放も両方必要ではないかと思っているのです

ね。集合型を誰が主催するかというのは、個人でもいいし団体でもいいと思いますけれど

も、個人利用が認められないと実にわびしいものになるのではないかと思ったりもします。

もちろん、団体利用に高齢者や障害を持っている方や外国人の方にそういうニーズがある

のはよく分かるのですけれども、やはり両方必要だし、あるいはその濃淡が学校によって

違ってもいいのではないかと思っています。 

【広石委員】  そういう意味では、今パターンⅠの議論だったのですが、実はパターン

Ⅳだったと思って……。 

【生涯学習課長】  段々そちらのほうへ行っているのは自分も感じました。 

【広石委員】  だから、パターンⅠのままだとやはり課題があるという議論でもあるの

かなという気は少ししたので、パターンⅣ的要素がどうしてもこの委員のメンバーだと必

要ではないかという視点も考えていただくといいのではないかなとすごく思いました。 

【竹田委員】  あえて視点をずらしてパターンⅡと元々呼んでいたような教育の発展、

元々、教育的な目的があって、そこに対しての意味付けも絶対一部は残るのだと想定した

ときに、改めてそこにいる高校生にとって何が開かれると一番いいのかなと考えていまし

た。今、特に教育に関わるＮＰＯとしてグレーゾーン、いろいろ考えたときに浮いている

存在が――教員や校長に関わりがすごくあるＮＰＯだと、学校の校長や教頭に言って教室

をお借りしてイベントを開くことは今でもできる。それは教育目的のためにやりますとで

きるのですけれども、学校や校長に関わりがない。でも、教育に関わる団体は実は結構た

くさんいる。そういうところが高等学校でイベントを開きたいと思う。公民館で開いても

いいのですけれども、公民館よりも、高等学校の先生にとって、ないし高校生にとって、

より集まりやすい、参加しやすい場所、生涯学習施設と思うと高等学校はすごく魅力的で、

そういう存在が高等学校の中でいろいろなことを取り組み始めると、そこにいる学校の先

生だったり生徒にとってすごくプラスになってくるだろうという想像はすごくしました。 

 例えば大学生のサークルみたいなところ、学生団体でキャリア教育をやりたい。ここの

よしあしを判定する難しさはいろいろあると思いつつも、私の原点と思ったときに、どこ

でやろう。公民館でやろうか。でも、公民館は人が集まらないからどうしようかといろい
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ろ考えるのですけれども、そういうときに高等学校が使えると分かっていると、そこで何

かイベントをやってみよう。せっかくだからその高等学校の生徒にもワークをやってみよ

うとできます。何なら卒業生などが母校でイベントをやろうと思ったときに、学校の許可

を通じて学校の場所を使うことはこれまでもたくさん起きてきました。それだと意欲的な

先生がいればやらせてくれますが、そうではない学校、そうでない先生との関係性だとで

きないというのをたくさん見てきました。卒業した大学生が自分の母校の生徒のために何

か開くことを学校の許可などではなくできるようになると、それでまたいろいろなイベン

トが増えたりするのではないかな。自分の地域の中学生や小学生のために何かイベントを

やりたいと思ったときに、学校という場所を使ってやろうということを卒業生ができるよ

うにするのも面白いと思いました。 

 また、これも以前お話ししたことがあるのですが、高校生のときに自分の学校が使えな

いとすごく感じたことがありました。今、高校生でいわゆる課外活動、学校をまたいだサ

ークル活動が少しずつ増えてきていると思いますし、増えてきているのではないかと勝手

に想像するときに、自分の学校に他校の生徒を呼ぶのは結構難しいのですね。部活に認定

されないと使えないことがあるので、すごい妄想ベースですけれども、広石委員がおっし

ゃっていたデジタル化で、その学校の生徒はデジタルベースで空いている教室を自分個人

の利用として登録できて、そこをぽちっと押すと、イベント企画として地域の人を呼んだ

り、他校の生徒を呼んだりしてイベントができる。高校生の自主的な活動の一番の場所と

して、公民館に行くのではなくて、身近な学校でそれができるとなると、学校の教育活動

で閉じない青少年活動の活性化ができるのではないかとすごく思ったところでした。 

 妄想が多いところではあるのですが、そんな絵を描けると面白いのではないかというの

が私の意見です。 

【横田委員】  個人的に国際支援のＮＰＯにも関わっていまして、今ウガンダとの接点

があり、国際理解イベントであったり、国際理解教育にも携わっているのですが、ＮＰＯ

としてイベントを実施する場所として学校というのは今まで選択肢として考えたことがな

かったです。若い人の巻き込みをどうするか、ユースとの接点をどう持つかみたいなこと

が常に課題としてあるので、学校をそういった場として提供していただける可能性がある

というのはすごくＮＰＯにとってはチャンスだなと、今いろいろなお話を聞いていて思い

ました。 

 例えば学校側として一律にどんな団体にでも貸し出すのはものすごくハードルが高くな
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るので、その辺のスクリーニングをどうするのか、誰がやるのかというところが一番大き

いと思ったところです。以前もこの話のときに、貸し出すのに管理団体、第三者に委託す

るような形で学校の負担を減らすのがいいのではないかという意見が出ていたと思うので

すけれども、そういった管理を統一的なシステムをつくるとなるとすごく大々的になりま

すが、どこかが団体の信用性の評価や登録制度を設けるなど、一旦団体をスクリーニング

した上で学校としてこの団体だったら受け入れられるということを審査するような、２段

階の仕組みがあるとすごくやりやすいのではないかと思いました。 

 あと、ゼロから関係性をつくるのはやはり難しいので、学校と接点が持てた市民団体で

あったり、学校の先生方や生徒と接点がある団体からまず始めて、そういった身近な団体

から開放していくような段階的な取組であれば、学校としても実績を積んで、抵抗感なく

広げていけるのではないかと思いました。 

【広石委員】  グラウンドやテニスコート、体育館という意味では、コロナ禍で集団活

動を避けるというか、しなくなったじゃないですか。スポーツなども、元々チームスポー

ツのバレーボールなど、みんな人間関係が面倒くさくて、やはりジョギングなどがいいみ

たいなところが段々と。今は全体的にそういう傾向があるのですけれども、コロナ禍によ

って大分加速したと思うので、もしかしたらコロナ禍の回復というテーマで言うと、集団

的な活動がものすごく好きな人はやっているのでしょうけれども、何となく全体的にそう

いったことに対する気持ちが一回下がってしまって、今年ぐらい、また今年の次ぐらいに

戻ってくるのかもしれません。でも、どこかで何か面倒くさいことでなく、一人でできる

ことでいいかみたいな感じにスポーツなどもなってしまっているかもしれないと少し思い

ました。グループ活動の活性化といいますか、そういうようなところも実はセットでやっ

ていかないと、もしかすると供給、需要という問題だけではない課題もあるかもしれない

と思いました。 

【笹井会長】  この間の東京オリンピックも今度のパリのオリンピックもそうですけれ

ども、ニュースポーツと呼ばれている個人種目にすごく人気があるのですね。例えばボル

ダリングなどのスポーツクライミング、あるいはスケートボード、みんな個人スポーツな

のですね。しかもサブカルチャーと言ったら失礼かもしれないけれども、メインの競技か

らすると「えっ？」みたいですよね。そうではなくて、個人が例えばいろいろな公園や道

路でやっていたような話がスポーツ化になって、それがオリンピックの正式種目になると

いうことは、そういうトレンドにあるのだと思います。だから、既存の枠組みだけで考え
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るのではなくて、個人がどういうふうに自由に学べるか、スポーツができるか、レクリエ

ーションができるかという観点もすごく大事なことだと思っています。 

【志々田副会長】  そういう意味では、コロナだからこそかもしれないけれども、今、

学校の部活動の移行のところで、学校の部活動も来ないのですね。部活動離れが言われて

いて、一方でものすごく強化するところとすごい差が出てきている。一生涯のスポーツや

一生涯の音楽文化活動として楽しむ姿を見せられるのは地域の人たちの活動なのではない

かと思うと、学校部活動の受皿をどこに持っていくかみたいな議論をしているけれども、

学校は月曜日から金曜日までで、土・日は地元の学校でいろいろな文化サークルやスポー

ツサークルをやっているから好きなところへ行きましょうねみたいなことを東京都が先導

してやるのも一つなのかな。それが地元の高等学校だったらいいのかな。よりよい市民活

動のお手本というか、よりよい地域文化活動のサンプルみたいなものが都立学校で発信で

きるのはすごくやる意味があるのかなというふうには思っています。そうでないと、本当

に若者たちのスポーツ活動や文化活動は廃れていってしまう。まして集団活動も、みんな

一人一人が河原でモトクロスなどをやったりすることになる。それは寂しいな。やはり子

供にはみんなで９人制バレーをやってほしいですよね。 

【広石委員】  確かにそうで、例えば今、子供たちにとってみたら、サッカーをしよう

と思うと昔みたいに公園でサッカーができない時代なので、きちんとサッカースクールな

どに通わないとサッカーができない。チームスポーツもすごく課題がある。体験格差、機

会格差みたいな話もあると思います。そういった意味では、都の施設なので、そういうよ

うな現状に対してそういう場所としてなる。実はグラウンドやテニスコートや武道館など

も、そういう部分の政策的な意図が入ってもすごくいいのではないかと思います。 

【竹田委員】  今の話に乗せて、地域、部活移行の分野はすごくいいと思ったのですけ

れども、あえて、チームスポーツもそうですし、私はたまたま文化部出身で、合唱部だっ

たのです。チームで音楽を奏でる、チームで合唱をする。そういうのも実はかなり難しく

て、学校によっては合唱部がない学校もあったし、私の母校も２人しかいなくて、どうす

るという話です。地域の方々が地域部活的にやってくれれば学校を貸す。優先順位をどこ

に付けるかという話のときに、積極的に高校生を受け入れてくれる団体であれば優先的に

貸しますみたいなことをうまくできると結果的に部活移行的になると思います。私の友達

で、本当は演劇をしたかったのだけれども、演劇部がなかったので、合唱部に入ってミュ

ージカルをするというすごいことをやった人がいます。実は演劇サークルは地域にあるは
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ずで、彼らが週１回演劇などをやってくれていたら、彼女は合唱部に入らずに、そこに入

れば演劇ができただろうと思うと、そういう彼らの選択肢として、地域の方々が学校を使

ってやってくれることによって増える。特に運動場などだけでなく学校内の施設もそうい

うところにつなげられるとすごくニーズとしても上がってきますし、生徒にとってもいい

のではないかと思いました。 

【笹井会長】  そろそろ時間ですが、今日の議論はこの辺にしたいと思います。活発に

御議論いただきまして、どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局から今後の予定についての御説明をお願いしたいと思います。 

【生涯学習課長】  笹井会長、ありがとうございます。それから、委員の皆様も本当に

ありがとうございました。 

 今後の予定でありますが、令和５年７月１８日（火曜日）午後３時から第１３回全体会

を開催したいと考えております。会場については都庁第二本庁舎３１階特別会議室２５で

すから、このフロアの向こうになると思います。 

 事務局からは以上であります。 

【笹井会長】  ありがとうございました。 

 これで東京都生涯学習審議会第１２回の全体会を終了させていただきます。皆様、どう

も御協力ありがとうございました。 

 

閉会：午後４時０１分 


